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Background Insight

金融庁、サステナビリティ開示基準の適用開始及び
総会前開示に向けた「企業内容等の開示に関する内閣府令」等
の改正案を公表
金融庁は、2025年11月26日、サステナビリティ開示基準の適用開始及び総会前開示に向けた「企業
内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表しました（コメント期限：2025年12月26日）。

 東京証券取引所プライム市場に上場する会社※1のうち、平均時価総額※2が1兆円以上
の会社に対し、有価証券報告書等におけるサステナビリティ関連記載事項について、
サステナビリティ開示基準（以下「SSBJ基準」という）※1に従って記載することを
義務付けることが提案されています。

 有価証券報告書を株主総会前に提出する場合、剰余金の配当に関する事項を除き、定
時株主総会又はその直後の取締役会の決議事項となっている事項について、概要等の
記載を不要とすることが提案されています。

News

SSBJ基準については、平均時価総額が3兆
円以上の会社は2027年3月31日以後、平均
時価総額が1兆円以上3兆円未満の会社は
2028年3月31日以後に終了する事業年度に
係る有価証券報告書等から、それぞれ適用
が開始される予定です。ただし、当該要件
に該当しない会社においても、SSBJ基準を
任意で適用することは可能である旨が明示
される見込みです。
なお、平均時価総額が5,000億円以上1兆円
未満の会社においては、2029年3月31日以
後に終了する事業年度に係る有価証券報告
書等からSSBJ基準の適用が開始される方向
性で審議が進められています。

2025年7月に公表された「金融審議会 サス
テナビリティ情報の開示と保証のあり方に
関するワーキング・グループ（以下「WG」
という） 中間論点整理」では、2027年3月
期から、時価総額が一定規模以上の東京証
券取引所プライム市場上場会社に対し、段
階的にSSBJ基準の適用を義務付ける方針が
示されました。また、2025年3月には、金融
庁から、有価証券報告書の定時株主総会前
の開示の取組を推進していく旨の方針が示
されています。
これらの方針の公表を受けて、必要な制度整
備を行うため、本改正案が公表されました。

制度関連 金融庁 SSBJ基準

※1 本改正案では、東京証券取引所プライム市場及びSSBJ基準をそれぞれ告示指定することも併せて提案
※2 有価証券報告書の対象事業年度の前事業年度の末日及びその前4事業年度の末日における時価総額の平均

値により算定
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2/5金融庁、サステナビリティ開示基準の適用開始及び
総会前開示に向けた「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表

1. SSBJ基準の適用開始に向けた環境整備

（1）SSBJ基準の適用

金融庁長官が指定する取引所金融商品市場に上場する会社（①）のうち、平
均時価総額（②）が1兆円以上の会社に対し、一般に公正妥当と認められるサ
ステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準（③）に従って、有価証券
報告書等の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事項を記載することを
義務付けることが提案されています（企業内容等の開示に関する内閣府令
（以下「開示府令」という）第19条の9第1項）。なお、平均時価総額が1兆
円未満の会社であっても、SSBJ基準を適用することは可能である旨が明示さ
れる見込みです（開示府令第19条の9第2項）。

また、法令上の経過措置として、SSBJ基準の適用開始年度及びその翌年度に
ついては、SSBJ基準に従ってサステナビリティ関連記載事項を記載しないこ
とができ、その場合には、それぞれの翌期の半期報告書の提出期限までに、
当該事項を記載した訂正報告書を提出すること（いわゆる二段階開示）を可
能とすることが提案されています（開示府令改正附則で規定予定）。

①金融庁長官が指定する取引所金融商品市場に上場する会社

「金融庁長官が指定する取引所金融商品市場」として、株式会社東京証券取
引所プライム市場を告示指定することが提案されています。

②平均時価総額

「平均時価総額」について、以下のように判定することが提案されています
（開示府令第19条の9第3項）。

図表1：平均時価総額の考え方

27/326/325/324/323/3

5事業年度末の時価総額の平均

対象事業年度
27/3期

22/3

有価証券報告書の対象事
業年度の前事業年度の末
日＋その前4事業年度の
末日における時価総額の
平均値により判定 （開示府令第19条の9第3項第1号）

＜上場から5年経過していない場合の考え方＞

3事業年度末の時価総額の平均

上場
対象事業年度

27/3期

27/326/325/324/323/322/3

上場日以後に経過した事
業年度の各末日における
時価総額の平均値により
判定

（同第2号）

出所：「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（案）等に対するパブリックコメントの実施に
ついて（金融庁）（https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html）を基にあずさ監査法人作成

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html
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③ 一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関す
る基準

「一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関す
る基準（SSBJ基準）」として、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が
2025年10月31日までに公表したサステナビリティ開示基準を告示指定するこ
とが提案されています。

（2）SSBJ基準の適用に伴い追加される開示項目

SSBJ基準の適用に伴い追加される開示項目として、SSBJ基準上開示が求めら
れる事項のほか、以下の内容に関する記載を求めることが提案されています。

図表2：SSBJ基準の適用に伴い追加される開示項目

なお、前事業年度に係る有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え
方及び取組」その他の項目において見積りの方法により算定した数値を記載
している場合の取扱いとして、以下の事項が提案されています（開示府令第
四号の三様式、同様式記載上の注意(9-2)等）。

• 当中間連結会計期間中に当該数値に係る確定値が判明し、当該数値と当該
確定値との間に差異がある場合、半期報告書（第一部【企業情報】第2【事
業の状況】4【サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事
項】）において、当該数値及び当該確定値並びに当該差異が生じた理由を
記載することができる

• 当該項目に記載する事項がない場合、項目名を含め、記載は不要
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開示項目 関連規定
 SSBJ基準に準拠している旨
 開示府令第19条の9第1項（＝強制適用会社）又は第2項（＝任意適
用会社）のいずれの規定の適用を受けるものかの別

 二段階開示の適用を受けている場合には、その旨及び最近事業年度
の次の事業年度に係る半期報告書の提出期限までにSSBJ基準により
開示することとされている事項を記載した訂正報告書を提出する旨

 SSBJ基準に基づく経過措置の適用を受けている場合には、その旨、
その根拠となる規定及び内容

 将来情報等（将来に関する情報、見積り情報又は提出会社の統制の及
ばない第三者から取得した情報）を記載する場合、以下の事項
 将来情報等が含まれる旨
 将来情報等を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並び
に推論過程

 情報の入手経路を含む将来情報等の適切性を検討し、評価する
ための社内の手続（将来情報等の開示について責任を有する機
関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含む）

開示府令第二号様式記載上の
注意(30)、開示府令第三号様
式記載上の注意(10)等

出所：「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（案）等に対するパブリックコメントの実施に
ついて（金融庁）（https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html）を基にあずさ監査法人作成

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html
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（3）Scope3温室効果ガス排出量の虚偽記載等に係るセーフハーバー・ルー
ルの整備

有価証券報告書等の「サステナビリティに関する考え方及び取組」における
Scope3温室効果ガス排出に関する定量情報について、一般的に合理的と考え
られる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、見積りによる数値と
実際の確定値との間に差異が生じたとしても、虚偽記載等（重要な事項につ
いて虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせ
ないために必要な重要な事実の記載が欠けていること）の責任を負うもので
はないとする考え方を明示することが提案されています。当該説明を記載す
るに当たっては、例えば、上記（2）の将来事項等に関する事項を記載するこ
とが考えられます（企業内容等の開示に関する留意事項について（以下「企
業内容等開示ガイドライン」という）5-16-2）。

なお、経営者が、投資者の投資判断に影響を与える重要なScope3温室効果ガ
ス排出に関する定量情報を、有価証券報告書等の提出日現在において認識し
ながら敢えて記載しなかった場合や、重要であることを合理的な根拠なく認
識せず記載しなかった場合には、虚偽記載等の責任を負う可能性があること
に留意する必要があります（企業内容等開示ガイドライン5-16-2）。

（4） 適用時期

改正後の開示府令等の規定について、以下の適用を予定している旨が金融庁
から公表されています。

図表3：金融庁公表の適用時期
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対象会社 適用時期

2026年3月31日を基準として算定した5事業年度末
の平均時価総額が3兆円以上の東京証券取引所プラ
イム市場上場会社

2027年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価
証券報告書等から

2026年3月31日を基準として算定した5事業年度末
の平均時価総額が1兆円以上3兆円未満の東京証券
取引所プライム市場上場会社

2028年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価
証券報告書等から

なお、直近のWGでの議論内容を踏まえると、平均時価総額が5,000億円以上
1兆円未満の東京証券取引所プライム市場上場会社においても、2029年3月31

日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からSSBJ基準の適用が開
始される見込みです。

また、平均時価総額が5,000億円未満の東京証券取引所プライム市場上場会社
におけるSSBJ基準の適用時期については、企業の開示状況や投資者のニーズ
等を踏まえて検討のうえ、数年後を目途に結論を出すことが想定されます。

出所：「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（案）等に対するパブリックコメントの実施に
ついて（金融庁）（https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html）を基にあずさ監査法人作成

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251126/20251126.html
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金融庁、サステナビリティ開示基準の適用開始及び
総会前開示に向けた「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表

2. 有価証券報告書の総会前開示への対応

（1）改正案の内容

現行の開示府令の規定では、有価証券報告書を株主総会前に提出する場合、
その記載事項のうち、定時株主総会又はその直後の取締役会の決議事項と
なっている事項について、その旨及びその概要を記載することとされていま
す。当該規定は通則規定であり、対象となる記載事項は限定されていません。

一方、本改正案では、会社の開示負担を軽減し、株主総会前の有価証券報告
書の開示を促進する観点から、有価証券報告書を株主総会前に提出する場合、
剰余金の配当に関する事項を除き、定時株主総会又はその直後の取締役会の
決議事項となっている事項について、概要等の記載を不要とすることが提案
されています（開示府令第三号様式記載上の注意(1)g）。

また、本改正案では、半期報告書において、中間配当基準日現在における
「大株主の状況」及び「議決権の状況」の記載を可能とすることも併せて提
案されています（開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)(16)）。

（2）適用時期

改正後の開示府令の規定について、2026年3月31日以後に終了する事業年度
に係る有価証券報告書等から適用される予定です。

3. 今後の予定

本改正案に対するコメントの募集は2025年12月26日までとされており、寄せ
られたコメントを踏まえ、2026年1月中を目途に最終化される見込みです。
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